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法 令 名 徳島県生活環境保全条例 平成17.3.30 徳島県条例第24号
（土砂等の埋立て等に関する規制関係）

制 度 の 趣 旨 土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び水質の汚濁並び
に災害の発生を防止し、もって生活環境の保全を図るとともに県民の生活の安全を確保する。

１ 土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止（条例第60条第1項）
規 制 等 内 容 何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等をし、又は土壌基準

に適合しない土砂等を使用する土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供しては
ならない。

２ 土砂等の埋立て等による崩落等の防止（条例第61条第1項）
土砂等の埋立て等をする者及び土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者
は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう
必要な措置を講じなければならない。

３ 特定事業の許可（条例第62条第1項）
特定事業を行う者は、特定事業に供する区域ごとに、あらかじめ、特定事業について知
事の許可を受けなければならない。

※ 土砂等の埋立て等（条例第2条第14号）
土砂等（土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。）による土地の埋立て、盛土

その他の土地への堆積をする行為。ただし、製品の製造若しくは加工のための原材料又
は試験、検査等のための試料の堆積をする行為等を除く。

※ 特定事業（条例第2条第15号）
土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立

て等をする事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル
以上であるもの。なお、特定事業には、他の場所への搬出を目的として、土砂等の受入
れと搬出が１年未満の短期間に繰り返されるもの（一時堆積事業）も含まれる。（条例第
63条第2項）。

１ 許可基準（条例第65条第1項，第2項）
特 定 事 業 の (1) 施工する事務所が設置されること。
許 可 に 係 る (2) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合すること。
許可基 準 (3) 完了時における土砂等の堆積の構造が構造上の基準に適合するものであること。

(4) 浸透水を採取するために必要な措置が図られていること。
(5) 施工中の災害発生を防止する措置が図られていること。
(6) 申請者が、措置命令を受けて措置命令を完了していない者、若しくは許可の取り消し

を受け３年以上を経過していない者、若しくは特定事業の施工に関し不正又は不誠実
な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者に該当しないこと。

２ 一時堆積事業にあっては、上記(1)、(4)、(6)の他に
(7) 特定事業区域内の表土が土壌基準に適合すること（表土と堆積する土砂等が遮断され

る構造である場合にあっては、その構造が土壌汚染を防止するものであること）。
(8) 特定事業場の構造が構造上の基準に適合するものであること。
(9) 採取場所ごとに土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

３ 構造上の基準の適用除外（条例第65条第3項）
他法令により、防災措置が図られている場合は、(3)、(5)、(8)は適用しない。

※ その他「特定事業の許可申請に対する処分に係る審査基準」参照のこと。
審査基準に徳島県暴力団排除条例の施行に伴い、暴力団、暴力団員、
暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除する項目を追加した。

許 可 手 続

特定事業者 申 請 環境管理課 意見聴取
又は総合県民局 市町村長

（申請者） 保健福祉環境部
許 可 環境担当

照 会 先 県民環境部環境管理課（０８８－６２１－２２９４）


